
第 3 回 大和郡山市放課後児童クラブ代表者会議 協議・決定事項 

○開催日時 

令和 5 年 7 月 7 日（金）１０：００～ 

○開催場所 

 大和郡山市城址会館 

○出席者 

 代表者会議委員 ８名 

 事務局 2 名 

○協議・決定事項 

２．研修会について 

 ・令和５年６月２７日（火）に実施した「救急看護法についての研修会」について

報告を行った。当日は４２名の参加があり、ウェルグループ 中村 律子 氏を講師

にお招きし、主に、子どもの出血や熱中症についての基礎知識や対応方法等につい

てご講義いただいた。 

  各委員より参加いただいた職員方の感想について意見を伺うと、夏休み前のタイ

ミングで研修の内容自体は良かったが、会場が分かりにくく、道に迷う方が多数お

られたという意見があった。今回の反省点から、今後は、開催案内に地図を同封す

る、わかりにくいと思われる経路に案内を配置する等の対応策を検討し実施するこ

ととした。 

 ・今後のサポートセンター主催研修の開催頻度やスケジュール等について協議を行

った。年間の回数としては、３～４回程度が妥当であるということとなった。また、

研修会の際のアンケートで、開催を希望する研修内容として、新人研修や子どもの

対応、保護者の対応についての内容が比較的多かったことを受け、９月～１０月頃

に新人研修、１２月頃に延期となっている、遊びやおもちゃの紹介についての交流



会、２月頃に保護者対応等に関する内容の研修会を開催する方向で検討することと

した。 

３．採用に関して 

 ・サポートセンターにおける支援員等採用のお手伝いについて、引き続き協議を行

った。前回の協議の結果、サポートセンターの採用方法に賛同いただける学童保育

所について、市やサポートセンターのＳＮＳ等を活用して一括募集を行うことで支

援員等の募集事務をサポートする方法について検討を進めることとなったが、サポ

ートセンターで事業提案内容についての原案を作成したため、内容について協議し、

原案どおりの内容で事業提案することとした。近日中に各学童保育所に通知する予

定。 

４．安全計画について  

 ・安全計画案の作成について報告を行った。令和６年４月１日より義務化（令和５

年４月１日から努力義務）される学童保育所の安全計画の策定について、参考とな

る安全計画案等の作成をサポートセンターで準備してきたが、安全計画例、放課後

児童クラブの危機管理マニュアル、その他別添の詳細マニュアル等の作成がおおむ

ね完了したことを報告した。９月の代表者会議で資料を配布し、内容を精査したう

えで、各学童保育所にデータで配布し、各学童保育所の状況にあった内容に調整し

ていただけるようにする予定。 

５．その他 

 ・こども家庭庁より通知のあった、「放課後児童クラブの利用手続における就労証

明書のオンライン提出について」に関し、事務局より情報提供を行った。「デジタル

社会の実現に向けた重点計画」（令和５年６月９日閣議決定）において、保育所入所

などの手続に必要な就労証明書の地方自治体へのオンライン申請を推進すること

が掲げられたが、放課後児童クラブの利用手続についても同様にマイナポータルを



通じた地方自治体への就労証明書のオンライン提出が可能になるよう取組を進め

ているとのこと。本市においては、放課後児童クラブの利用手続における就労証明

書の扱いについては学童保育所ごとで定められているところであり、参考までとは

なるが、今後も新たな情報があれば情報提供していくこととする。 

 ・インスタグラムの掲載内容に関して、夏休み中の各学童保育所のイベント等の活

動をサポートセンターのインスタグラムに掲載できれば、良い情報発信になると考

えるので、各学童保育所からの情報提供を委員に依頼した。 

 ・各学童保育所のお盆休みに合わせ、８月１４日（月）及び１５日（火）はサポー

トセンターを閉所とすることとした。閉所期間中の必要な連絡については市役所子

育ち支援課にしてもらう旨、この通知にあわせ、各委員より周知していただくよう

依頼した。 

 ・次回の代表者会議について 

令和 5 年 9 月 8 日（金）１０：００～ 大和郡山市城址会館にて開催予定 

 

 

 


